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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

５

告

示
（
選
）

○
衆
議
院
議
員
選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に

お
い
て
繰
上
投
票
を
行
う
投
票
区
及
び
投
票
期
日
…
…
…
…
…
一

○
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
東
京
都

各
選
挙
区
の
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
東
京
都

選
挙
区
の
選
挙
分
会
の
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
東
京
都
審
査
分

会
の
場
所
及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
衆
議
院
議
員
選
挙
（
東
京
都
第
四
区
、
同
第
五
区
、
同
第

六
区
、
同
第
八
区
、
同
第
九
区
、
同
第
十
一
区
、
同
第
十

三
区
、
同
第
十
五
区
、
同
第
十
六
区
、
同
第
十
七
区
、
同

第
二
十
三
区
、
同
第
二
十
四
区
及
び
同
第
二
十
八
区
）
に

お
け
る
開
票
事
務
と
選
挙
会
事
務
と
の
合
同
…
…
…
…
…
…
…
三

○
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
開
票
区
…
…
三

告

示
（
選
挙
分
会
長
）

○
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
東
京
都

選
挙
区
選
挙
分
会
の
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所

及
び
日
時
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
六
条
及
び

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十

六
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の

衆
議
院
議
員
選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
い
て
繰

上
投
票
を
行
う
投
票
区
及
び
投
票
期
日
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

繰
上
投
票
区

小
笠
原
村
第
二
投
票
区
（
母
島
）

繰
上
投
票
期
日

令
和
八
年
二
月
七
日

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選

出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
東
京
都
各
選
挙
区
の
選
挙
会
の
場
所
及
び

日
時
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
（
比
例
代
表
選

出
）
議
員
選
挙
に
お
け
る
東
京
都
選
挙
区
の
選
挙
分
会
の
場
所
及
び

日
時
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
八
年
二
月
十
日

午
後
二
時

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三

十
六
号
）
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二

月
八
日
執
行
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
東
京
都
審

査
分
会
の
場
所
及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
八
年
二
月
十
日

午
後
二
時
三
十
分

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
議
員
選
挙

（
東
京
都
第
四
区
、
同
第
五
区
、
同
第
六
区
、
同
第
八
区
、
同
第
九

区
、
同
第
十
一
区
、
同
第
十
三
区
、
同
第
十
五
区
、
同
第
十
六
区
、

同
第
十
七
区
、
同
第
二
十
三
区
、
同
第
二
十
四
区
及
び
同
第
二
十
八

区
）
に
お
い
て
、
開
票
の
事
務
を
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
に
お
け
る
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議

員
選
挙
の
開
票
区
を
次
の
と
お
り
設
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

開

票

区

名

開

票

区

の

区

域

大
田
区
第
四
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

四
区
に
属
す
る
大
田
区
の
区
域
に
よ
る
。

大
田
区
第
二
十
六
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

二
十
六
区
に
属
す
る
大
田
区
の
区
域
に
よ

る
。

世
田
谷
区
第
五
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

五
区
に
属
す
る
世
田
谷
区
の
区
域
に
よ
る
。

世
田
谷
区
第
六
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

六
区
に
属
す
る
世
田
谷
区
の
区
域
に
よ
る
。

杉
並
区
第
八
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

八
区
に
属
す
る
杉
並
区
の
区
域
に
よ
る
。

杉
並
区
第
二
十
七
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

二
十
七
区
に
属
す
る
杉
並
区
の
区
域
に
よ

る
。

板
橋
区
第
十
一
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

十
一
区
に
属
す
る
板
橋
区
の
区
域
に
よ
る
。

板
橋
区
第
十
二
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

十
二
区
に
属
す
る
板
橋
区
の
区
域
に
よ
る
。

練
馬
区
第
九
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

九
区
に
属
す
る
練
馬
区
の
区
域
に
よ
る
。

練
馬
区
第
二
十
八
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

二
十
八
区
に
属
す
る
練
馬
区
の
区
域
に
よ

る
。

足
立
区
第
十
三
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

十
三
区
に
属
す
る
足
立
区
の
区
域
に
よ
る
。

足
立
区
第
二
十
九
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

二
十
九
区
に
属
す
る
足
立
区
の
区
域
に
よ

る
。

江
戸
川
区
第
十
四
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

十
四
区
に
属
す
る
江
戸
川
区
の
区
域
に
よ

る
。

江
戸
川
区
第
十
六
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

十
六
区
に
属
す
る
江
戸
川
区
の
区
域
に
よ

る
。

八
王
子
市
第
二
十
一
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院

（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

二
十
一
区
に
属
す
る
八
王
子
市
の
区
域
に

よ
る
。

八
王
子
市
第
二
十
四
区

公
職
選
挙
法
別
表
第
一
で
定
め
る
衆
議
院
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（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
東
京
都
第

二
十
四
区
に
属
す
る
八
王
子
市
の
区
域
に

よ
る
。

告

示
（
選
挙
分
会
長
）

◉
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
選
挙
分
会
長
告
示
第
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八

年
二
月
八
日
執
行
の
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
に
お
け

る
東
京
都
選
挙
区
選
挙
分
会
の
立
会
人
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所

及
び
日
時
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
選
挙
選
挙
分
会
長

澤

野

正

明

場
所

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
北
塔
四
十
階

日
時

令
和
八
年
二
月
六
日

午
前
十
時

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
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